
第６３回全国労
期間：平成24年

（準備期間：平成24年
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職
⺠の意識を⾼めるとともに、職場での自主
ことなどを目的に、昭和25年から毎年実施
ら30日までを準備期間、10月１日から７日
スローガン掲示、労働衛生に関する講習会

スローガン

心とからだの健康チ
みんなで

第63回となる平成24年度のスローガンは、
ルヘルス不調などの健康問題が重要な課題
監督者、産業保健スタッフが⼀丸となって健
康が確保された職場の実現を目指すことを表
今年５月に⼀般公募を⾏い、377作品の応募

♥働く人のメンタルヘルス・ポータルサ

「こころ耳」の主なコンテンツ

厚生労働省では、働く⼈のメンタルヘルス・ポ
を開設し、職場におけるメンタルヘルス対策の

「こころ耳」の主なコンテンツ
１ 事業者に対し、メンタルヘルス対策の基礎知識、職

などの紹介
２ 産業医等の産業保健スタッフに対し、事業場の取り
３ 職場の⼈間関係などに悩む⽅やそのご家族に対し、

に関する基礎知識、救済制度（セーフティネット）
◆メール相談サービスも⾏っていますので、ご利⽤くだ

アクセスはこちら→ http://kokoro.
こころの耳

主唱 厚生労働省 中央労働
協賛 建設業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害
鉱業労働災害防止協会

労働衛生週間
10⽉１⽇〜７⽇
年９⽉１⽇〜30⽇）
職場環境の改善など、労働衛生に関する国
的な活動を促して労働者の健康を確保する
施している取り組みです。毎年９月１日か
日までを本週間とし、各職場で職場巡視や
・⾒学会の開催などを展開します。

チェック
で進める健康管理
、近年、過重労働による健康障害やメンタ
となっていることから、労働者自⾝や管理
健康管理を進め、労働者の心とからだの健
表しています。
募作品の中から選考、決定しました。

サイト「こころの耳」

ポータルサイト「こころの耳」
の促進を図っています。

職場環境改善のための参考事例、各種⽀援・助成制度

組み事例や研修会などの紹介
専門の相談機関や医療機関、メンタルヘルスや過労死
などの紹介
さい。

.mhlw.go.jp/ 携帯サイト
（ＱＲコード）

検索

働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
防止協会 林業⽊材製造業労働災害防止協会

 



（１）全国労働衛生週間中に実施する事項
ア 事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
イ 労働衛生旗の掲揚およびスローガン等の掲示
ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
エ 有害物の漏えい事故、酸素⽋乏症等による事故等緊急時の災害
オ 労働衛生に関する講習会・⾒学会等の開催、作⽂・写真・標語

（２）準備期間中に実施する事項 下記の事項について日常

ア 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタ
ルヘルス対策の推進

イ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進

ゥ 労働衛生管理体制の確⽴と労働安全衛生マネジメントシステ
ムの確⽴を始めとした労働衛生管理活動の活性化

エ 作業環境管理の推進
オ 作業管理の推進

カ 健康管理の推進

ク 職場における受動喫煙防止対策の推進
ケ 粉じん障害防止対策の徹底

事業場の実施事項（詳しくは「全国労働衛生

コ 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
サ 熱中症予防対策の徹底
シ 電離放射線障害防止対策の徹底

労働衛生に関する各種⽀援事業や情報提供サ

産業保健推進センター・地域産業保健センター

受動喫煙防止対策に関する⽀援事業 http://www.m

メンタルヘルス対策⽀援センター

職場の受動喫煙防止に取り組む事業者を⽀援するため、以下の⽀
①職場の受動喫煙防止対策の⾏い⽅、喫煙室の新設や改修など、
（相談料は無料、相談ダイヤル：050-3537-0777）

②職場におけるたばこ煙濃度、喫煙室の換気の状態を把握するた
（測定機器の送料のみ負担、FAXまたはインターネットに よ

③喫煙室の設置などに必要な経費の⼀部助成
（飲食店、旅館等を営む中小企業事業主のみ対象。助成率1/4
健康課）

厚生労働省では各都道府県にメンタルヘルス対策⽀援センターを
しています。センターでは、総合的な相談対応、個別事業場への
切な対応、職場復帰⽀援に⾄るまで、さまざまな⽀援を実施して
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職場における化学物質管理について

職場における労働衛生対策について http://w

産業保健推進センターでは、産業医等の産業保健関係者
への専門的相談、研修などを実施しています。詳細につ
いては、都道府県産業保健推進センターまたは都道府県
労働局にお問い合わせください。
また、労働者数が50⼈未満の小規模事業場の事業者や
小規模事業場で働く⼈を対象に、地域の医療機関や事業
場を訪問して、健康相談の実施などの産業保健サービス
を⾏っています。各サービスの利⽤にあたっては、地域
産業保健センターへの事前の申し込みが必要ですので、
最寄りの都道府県労働局（健康課または健康安全課）に
お問い合わせください。

ＧＨＳ対応モデルラベル・モデルＳＤＳ情報、化学物質
に関するリスク評価、がん原性試験結果に関する指針対
象物質などについては、「職場のあんぜんサイト」の
「化学物質」のページをご参照ください。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/

職場における熱中症予防、腰痛予防などについての情報は、厚生

害を想定した実地訓練等の実施
語等の掲示、その他労働衛生の意識⾼揚のための⾏事等の実施

常の労働衛生活動の総点検を⾏い、労働衛生⽔準の向上を図ります。

ス 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対
策の徹底

セ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底

ソ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイドラインによ
るＶＤＴ作業における労働衛生管理対策の推進

タ 化学物質の管理の推進
チ 化学物質の管理の推進

ツ 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施のための
体制の整備・充実

テ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
ト 職場におけるウイルス性肝炎に関する理解と取り組みの促進

生週間実施要綱」をご覧ください）

ナ 職場におけるエイズ問題に関する理解と取り組みの促進

ニ 東日本⼤震災に伴う復旧⼯事における労働衛生対策の推進

労働衛生の現状（業務上疾病者数 定期健診有所見者率の推移）

サイトをご利⽤ください。
mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/

http://www.rofuku.go.jp/sanpo/eap/index.html/

⽀援を⾏っています。
技術的な内容についての専門家による電話相談、実地指導

ための測定機器の貸し出し
り申し込み。問い合わせ先：03-5625-4296）

4、最⼤200万円。申請先：都道府県労働局健康安全課または

を設置して、メンタルヘルスに関する事業者の取り組みを⽀援
の訪問⽀援など、メンタルヘルス不調の予防から早期発⾒と適
ています。
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労働衛生の現状（業務上疾病者数・定期健診有所見者率の推移）

※各年度の業務上疾病発生状況、定期健康診断結果報告等に関する統計
結果は厚生労働省ホームページ「安全衛生関係統計」に公表しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html
生労働省ホームページ「労働基準」からアクセスしてください。


